
 

保護者の皆さんへ「就学援助制度」お知らせ 
 

小川町教育委員会 
 

学校でかかる費用（学用品費・学校給食費等）の援助が受けられます 
 

お子さんたちが、学校で楽しく勉強できるよう、町では学用品費･学校給食費などについてお困り

のご家庭に就学援助を行っております。就学援助費を希望される方は、下記により申請の手続きを行

ってください。また、今まで援助を受けていた方も毎年申請していただくことになっておりますので、

援助を希望される方は改めて申請をしてください。 
◎援助を受けられる方 

（１）現在生活保護を受けている方 
（２）生活保護を受けていないが、保護を必要とする状態にある方 
（３）町民税が非課税又は減免されている方 
（４）その他必要と認められる方（世帯の状況を確認し総合的に判断します） 

◎援助を受けられる費用（年間支給限度額） 
学用品費・通学用品費 
校外活動費（宿泊なし） 

小学校１学年 １２,９７０円 ～ 学年 １５,２００円 
中学校１学年 ２４,５６０円 ～ 学年 ２６,７９０円 

新入学児童生徒学用品費 小 学 校 ２０，４７０円 中 学 校 ２３，５５０円 
修 学 旅 行 費 小 学 校 ２１，１９０円 中 学 校 ５７，２９０円 
宿泊を伴う校外活動費 小 学 校 ３,５７０円 中 学 校 ６,０１０円 

学 校 給 食 費 
小 学 校 １ 学 年 ４２，０００円 ～ 学年 ４４,０００円 
中学校 ･ 学年 ５１,７００円 ３ 学 年 ４９,３５０円 

独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金 掛金全額 
医 療 費 学校保健安全法に基づく疾病治療費 

※金額及び内容は平成 年度のものです。改定される場合もありますのでご了承ください。

◎援助を受ける手続き 
１ 必要書類

・申 請 書（必要事項を詳細に記入のこと。｢前年同様｣などは認められません）

・世帯員全員（収入のない学生の方を除く）の①「平成 年分所得税確定申告書」、②「平成

年度町県民税申告書」、③「平成 年分の給与所得の源泉徴収票」いずれかのコピー

※源泉徴収票等は、役場税務課・税務署へ提出する前に必ずコピーをお取りください。

※上記書類の提出優先順位は①、②、③です。所得税の確定申告をした方は、所得税確定申告書

のコピーを添付してください。所得税確定申告書、町県民税申告書を提出していない方で、給

与収入のある方は、給与所得の源泉徴収票のコピーを添付してください。収入のなかった方は、

町県民税申告書のコピーを添付してください。

※平成 年 月以降、申請される方は、上記書類に替えて、役場税務課発行の「平成 年度住

民税決定証明書」（所得と控除額の記載があるもの）の提出でも結構です。

２ 提 出 先 小川町役場内 学校教育課（郵送不可 学校へは提出しないでください）

（窓口で内容を確認させていただく事もありますので学校教育課へ持参してください）

３ 提出期限 当初認定は３月２０日（金）〆切（月割の申請は随時受け付けています）

◎注意（必ずお読みください）

※平成 年中の所得が申告されていない場合、認定判断ができませんので必ず申告してください。

認定は家族全員の所得申告を確認させていただき判断いたします。必要書類がすべてそろわない

場合は申請をお受けできません。 
※「就学援助費受給申請書」の家庭状況欄は平成 年 月 日現在、住民票の有無にかかわら

ず同居している世帯員全員について（職業や学年も 月 日現在で）記入してください。 
※家庭状況が把握できないご家庭については、民生委員さん等関係機関に意見をお伺いすることも

ありますのでご了解ください。 
※小・中学校に２人以上のお子さん（新小学１年生含む）が就学している場合は、申請書は１枚提

出していただければ結構です。 
※申請結果につきましては、６月中旬頃、郵送にて通知いたします。申請をした方全員に認定の可

否にかかわらず結果通知を郵送いたしますので、必ず結果通知の有無、内容を確認し、不明な点

のある方は、学校教育課までお問合せください。
 

（問合せ先）小川町教育委員会 学校教育課 ℡７２－１２２１（内線２７１） 
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　小川町もほかの自治体同様、少

子高齢化・人口減少・後継者不足な

どの問題を抱えていると思われます。

　私の住んでいる街なかでも高齢化が

進み、空き家も増えています。テレビや新聞などで、

いろいろな自治体の取り組みを目にすることがあり

ますが、町も何らかの取り組みを行なわないと将来

も明るくありません。

　参考になる取り組みは取り入れることも大事だと

思いますが、ほかの模倣だけではなく小川町独自の

新しいまちおこしの取り組みを考えるべきだと思い

ます。

　例えば、町・民間・個人、老若男女を問わず、全

ての人から幅広くアイデアを募集するというのはど

うでしょうか？　インターネットなどを使い、コン

テスト形式にするのもおもしろいと思います。

　町民が町の将来を考え、町と協力し、よりよくな

るよう実行・実現していくことが大切だと思います。

　議会だよりに「地域の活力向上」

と大きくありました。小川町に住み、

20年以上の月日がたちました。

　子育てをしていたころに比べ、年々地域でも子ど

もの数が少なくなっているのがわかります。空き家

も増加しているように思います。

　町全体の人口も減少する中、若い世代の方たちが

子育てしやすいまちづくり、高齢者の方たちが充実

した福祉を受けられるまちづくりが、今後の大きな

課題ではないでしょうか。

　今回、商品券が発売となりましたが、前回より利

用できるお店も増え、町全体に活気が出れば、これ

も活力向上のひとつとなりますよね。これからも町

民の声を少しでも多く聞いていただき、皆で知恵を

出し合い、小川町がより住みよい町になっていくこ

とを期待しています。

何が何でも消滅させない
執念がほしいな

 新入学児童生徒の学用品費として、小学校１年生に２万470円、
中学校１年生に２万 3,550 円が支給されます。

 経済的な理由で就学することが困難な小・中学校の児童生徒の保
護者に対し、学用品など学校生活に必要な費用を援助する制度です。


